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京都議定書の締結に向けた国内制度の在り方について（案）

１． はじめに

　中央環境審議会では、1997年12月京都で開催された気候変動枠組条約第3回
締約国会議（COP3）で京都議定書が採択された直後に「今後の地球温暖化防

止対策の在り方」の諮問を受けて以来、企画政策部会で国内の地球温暖化対

策の在り方についての審議を行ってきた。1998年3月には中間答申を行い、こ

れを受けて、政府は「地球温暖化対策の推進に関する法律案」を国会に提出

し、同年10月に同法案は可決成立した。

その後、企画政策部会は2000年11月にハーグで開催されるCOP6を控え、2000
年8月9日の会合において、審議を再開することとし、同部会の下に、「地球温

暖化防止対策の在り方の検討に係る小委員会」を設置した。同小委員会は、

2000年12月に報告書の取りまとめを行い、同報告書は企画政策部会に報告さ

れ、了承された。

2001年1月に新たに環境省が発足し、中央環境審議会も再編され、地球環境

部会が設けられた。同部会では、部会の下に「目標達成シナリオ小委員会」

及び「国内制度小委員会」の２つの小委員会を設け、その審議を踏まえて、

2001年7月に、ボンで開催のCOP6再開会合の前に、それぞれの小委員会にお

いて中間取りまとめを行った。COP6再開会合では、京都議定書の運用細則の

中核的要素について政治的合意が得られ、これを受けて、国内制度小委員会

は審議を再開し、審議を進めてきた。そして、2001年11月にモロッコのマラ

ケシュで開催されたCOP7において、京都議定書の運用細則が最終合意され、

政府は次期通常国会に向けて京都議定書締結の準備を本格化させることを決

定した。

このような状況を踏まえ、国内制度小委員会では、これまでの審議をとりま

とめ、京都議定書の締結に向けた国内制度の在り方に関して中央環境審議会

地球環境部会に報告することとした。
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２． 地球温暖化に関する基本的認識

（１） 地球温暖化は既に起きている現実の問題

 　地球温暖化問題は、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温

室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気

の温度が追加的に上昇し、自然の生態系及び人類に悪影響を及ぼすものであ

り、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、まさに人類の生存基盤

に関わる最も重要な環境問題の一つである。

 地球温暖化に関する科学的解明の努力は、IPCC（気候変動に関する政府間パ

ネル）1を中心に行われており、IPCC は、2001 年 4 月に第三次評価報告書を

IPCC 総会で決定し、公表した。この報告書では、まず、これまでの観測結果

から、全球平均地上気温は 1861 年以降現在まで 0.6±0.2℃上昇していること、

全球平均海面水位は 20 世紀中に 10㎝から 20㎝上昇していること等を明らか

にし、氷河の後退、永久凍土の融解等の観測の結果、地域的な気候変化が世

界の多くの地域における種々の物理・生物システムに影響を既に与えている

としている。そして、その原因に関して、過去 50 年間の温暖化の大部分が人

間活動に起因しているという、新たな、かつ、より確実な証拠が得られたと

述べている。

　また、将来予測については、21 世紀中に全球平均地上気温は 1.4℃から 5.8℃
上昇し、海水の膨張などにより 21 世紀末には海面が 9cm から 88cm 上昇する

と予測している。また、その影響としては、降水強度の増加、中緯度内陸部

における夏季の渇水、熱帯サイクロンの強大化の可能性などの異常気象の発

生のほか、生態系への影響や、マラリアなどの感染症や浸水被害を受ける人

口の増大等の人間社会に対する影響があるとし、どのような温度上昇でも開

発途上国で正味の経済的損失が生じ、先進国でも数℃以上の温度上昇で正味

の経済的損失が生じ、これにより南北格差が拡大するとしている。

（２） 国際社会における取組

①気候変動枠組条約の採択・発効

                                       
1　地球温暖化問題について議論を行う公式の場として UNEP（国連環境計画）とWMO（世界気象機関）の

共催により、1988年 11 月に設置され、3000人近くのにのぼる各国の科学者・専門家の検討により科学的、

技術的知見を提供している。
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国際社会においては、地球温暖化問題を解決するため、1992 年に「気候

変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC:United Nations Framework
Convention on Climate Change。以下「気候変動枠組条約」という。）」が採択

され、1994 年に発効した。我が国も 1992 年 6 月に署名し、国会の承認を得

て、1993 年 5 月に受諾している。気候変動枠組条約では、気候系に対して

危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果

ガス濃度を安定化させることを究極的な目的とし、そのような水準は、生態

系が気候変動に自然に適応し、食糧の生産を脅かされず、かつ経済開発が持

続可能な態様で進行することができるような期間内に達成されるべきであ

ると定めている。

条約に定められた目的は、途上国を含めた世界各国が、地球温暖化防止の

ための対策を講じていかなければ達成できないが、過去及び現在における世

界全体の温室効果ガスの排出量の最大の部分を占めるのは先進国において

排出されたものであること、開発途上国における一人当たりの排出量は依然

として比較的少ないことなどから、この条約では、締約国に「共通であるが

差異のある責任」を果たすことを求めている。

　②京都議定書の 2002 年発効に向けた国際社会の取組

長期的・継続的な排出削減の第一歩として、まず先進国が温室効果ガスの

削減に取り組むことを約束する京都議定書が、1997 年 12 月に京都で開催さ

れた気候変動枠組条約第 3回締約国会議（The Conference of the Parties:COP3）
において採択され、温室効果ガスの排出量を 2008 年から 2012 年までの第１

約束期間において先進国全体で 1990 年レベルと比べて少なくとも 5％削減

すること目指して、各国ごとに法的拘束力のある数値目標が定められている。

我が国の数値は 6％削減、米国は 7％削減、ＥＵは 8％削減である。また、

京都議定書には、目標達成のための費用対効果の高い対策を進めるための国

際的な制度として、排出量取引2、共同実施3及びクリーン開発メカニズム4

（いわゆる京都メカニズム）が採用されている。

                                       
2 　温室効果ガスに関し、排出削減・抑制の義務を負う国の間で総排出枠の一部の移転（又は獲得）を認め

る制度。
3　温室効果ガス排出削減等につながる事業を、削減目標を有する先進国間で実施するもの。その事業が実施

されたホスト国で生じる削減量の全部又は一部に相当する量の排出枠を、その事業に投資した国がホスト国

から獲得し、その事業に投資した国の削減目標の達成に利用することができる制度。
4 開発途上国において実施された温室効果ガスの排出削減等につながる事業による生じる削減量の全部又は

一部に相当する量を排出枠として獲得し、その事業に投資した国の削減目標の達成に利用することができる

制度。
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しかしながら、COP3 では京都議定書の運用の細則についての国際合意を

得るには至らず、その後の交渉に委ねられた。1998 年 11 月にブエノスアイ

レスで開催された COP4 では、COP6までに合意を得ることを決定し、1999
年 10 月から 11 月にかけてのボンでのＣＯＰ５では、日本及び多くの欧州諸

国が、リオでの地球サミットの 10 年後に当たる 2002 年までの京都議定書発

効の必要性を強く訴えた。その後の、ハーグでのCOP6 会合、さらにボンで

の COP6 再開会合を経て、2001 年 10 月から 11 月にかけてマラケシュで開

催された COP7において、京都議定書の運用細則を定める文書が決定され、

京都議定書の 2002 年発効に向け、先進国等の京都議定書締結が促進される

条件が整った。

　COP7 での合意を受けて、EU の欧州委員会が、すべての EU 加盟国がヨ

ハネスブルグサミット最終日の 90 日前の 2002 年 6月 14 日までに京都議定

書を締結すべきであるとの理事会決定案の提案を行ったほか、カナダ、ニュ

ージーランド、ロシア、アイスランド、ノルウェーの各国が締結に向けた検

討をすでに開始している。京都議定書の発効要件は、①55 ヶ国以上の国が

締結し、②締結した附属書Ⅰ国5の 1990 年の CO2 合計排出量が、全附属書

Ⅰ国の CO2の総排出量の 55%以上を占めることという条件を満たした後、

90 日後に発効することとされている。附属書Ⅰ国のうち、1990 年 CO2総排

出量の 36.1%を占めるアメリカが京都議定書を締結しない姿勢を明らかに

している現在、京都議定書が発効するか否かは、その 8.5%を占める日本が

締結するか否かにかかっているという状況にある。

３．COP7 合意を受けた我が国の方針

　

　日本の衆議院及び参議院は、2001 年 4 月、それぞれ「京都議定書発効のた

めの国際合意の実現に関する決議」を全会一致で採択している。また、政府

は、COP7の合意を受けて、2001 年 11 月 12 日に地球温暖化対策推進本部6を

開催し、2002 年の京都議定書締結に向けた準備を本格的に開始することとし、

①京都議定書の目標を達成するため、現行の「地球温暖化対策推進大綱」を

                                       
5 京都議定書に基づき、その温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標の達成が義務づけら

れている国。（先進国及び経済移行国が該当する。）
6 平成９年 12 月に、京都議定書の着実な実施に向け、具体的かつ実効ある対策を総合的に推進することを目

的として設置された。総理を本部長、官房長官、環境大臣、経済産業大臣を副本部長とし、関係省庁大臣を

メンバーとする。
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見直すとともに、②次期通常国会に向けて、京都議定書締結の承認及び京都

議定書の締結に必要な国内制度の整備・構築のための準備を本格化すること

を決定した。

　また、今後の国際交渉に関して、同決定においては、地球温暖化対策の実

効性を確保するためには、全ての国が温室効果ガスの削減に努めることが必

須であることから、すべての国が一つのルールの下で行動することを目標に、

米国の建設的な対応を引き続き求めるとともに、開発途上国を含めた国際的

ルールが構築されるよう、最大限の努力を傾けていくこととしている。

４．我が国における排出量の現状と課題

（１）我が国の温室効果ガス排出量の推移

最新のデータである1999年度の我が国の温室効果ガス総排出量は、13億
740万トン（CO2換算、以下同じ）であり、基準年（1990年。HFC、PFC、
SF6については、1995年）の総排出量12億2380万トン（総基準量）に比べて、

6.8％の増加となっている。

二酸化炭素を除く5種類のガスの1999年度の排出量がすべて基準年と比較

して減少しているのに対して、二酸化炭素の1999年度の排出量は、1990年度

と比較して、9.0％増加している。

ここで、エネルギー起源の二酸化炭素排出量について、1999年度の部門別

排出量と地球温暖化対策推進大綱の前提となった「地球温暖化問題への国内

対策に関する関係審議会合同会議」の報告書（1997年11月14日総理提出）に

おける目標の部門別内訳との比較を行う。

産業部門の目標の内訳は、基準年比－7％、1999年度実績は基準年比＋0.8
（総基準量比＋0.3％）、となっており目標内訳との差は、基準年比7.8％（総

基準量比2.6％）である。民生部門については、1999年度実績が基準年比

＋17.4％（総基準量比＋3.7%）、目標内訳は±0％であり、目標内訳との差は、

基準年比で17.4%（総基準量比3.6%）である。運輸部門については、1999年
度実績が基準年比＋23%（総基準量比4.0％）、目標内訳は＋17％であり、目

標内訳との差は、基準年比で6％（総基準量比0.9%）である。また、エネル

ギー転換部門は、1999年度実績が基準年比＋11.7%（総基準量比0.7%）、目
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標の内訳は＋5%であり、目標内訳との差は、6.7％（総基準量比0.5%）であ

る。

（２）温室効果ガス排出量増減の要因

　次に、1990年以来の温室効果ガスごとの排出量の増減について、その要因

を分析する。

ア　二酸化炭素排出量増減の要因

　①産業部門

産業部門の1999年度の排出量は、二酸化炭素総排出量の約40％を占める

が、1990年度に比較して0.8％増でほぼ横這いである。これは、企業の自

主的な努力のほか、エネルギー多消費型の業種からエネルギー消費の少な

い業種への産業構造変化が減少要因となっているが、それを相殺するよう

に、生産額当たりのエネルギー消費原単位の増加が排出量増加に寄与して

いる。

　②運輸部門

運輸部門における1999年度の排出量は、1990年度に対して23.0％増加し

ている。貨物部門の増加率6％であるのに対し、旅客部門の伸びは35％増

で、特に自家用乗用車の伸びが顕著である。また、これを1995年度以降で

みると、公共交通部門の1％増、貨物自動車部門の1％減に対し、自家用乗

用車部門の増加率は11％となっている。これは乗用車の台数及び走行量の

伸びが大きな原因である。またこの間、個々の自動車の燃費が大きく改善

しているにもかかわらす、乗用車の大型化（重量化）の進展が燃費向上に

よるCO2排出量削減効果を減殺する結果となっている。

　③民生業務部門

オフィス、店舗等の民生業務部門における1999年度の排出量は1990年度

に比較して20.1％増加している。この期間において業務用床面積が約27％
増加し、この部門での活動量が増加したことが主な原因である。

　④民生家庭部門
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民生家庭部門における1999年度の排出量は1990年度に比較して15.0％増

加している。この間、世帯数は約13％増加し、家庭電化製品の普及等によ

り一世帯当たりエネルギー消費量も約5％増加している。

　⑤工業プロセス部門

　石灰石の消費、アンモニアの製造等に伴い排出される二酸化炭素を計上

している工業プロセス部門からの1999年度の排出量（5,300万トン）は、

1990年度に対して9.5％減少している。これは1999年度のセメント生産量

が1990年度に対して7.4％減少したことなどが要因として挙げられる。

　⑥廃棄物部門

化石燃料由来の廃棄物（廃油、廃プラスチック）の燃焼等による二酸化

炭素の排出は、二酸化炭素総排出量の1.9％を占めるに過ぎないが、1999
年度の排出量（2,400万トン）を1990年度と比較すると、約 86.3％と大きく

増加している。これは、プラスチック等の焼却量が約93％増とほぼ倍近く

増加したことが主な原因である。

イ　メタンと一酸化二窒素の排出量増減の要因

メタンと一酸化二窒素のそれぞれの1999年度排出量（それぞれ2,700万ト

ン、1,650万トン）は、1990年度と比較してそれぞれ11.2％、20.4％減少し

ているが、メタンについては水田面積の減少に伴う農業部門での減少、一

酸化二窒素については、化学繊維原料の製造を行っている事業場において、

製造工程に回収・破壊装置を導入したことが大きく寄与している。

ウ　HFC等３ガスの排出量増減の要因

　HFC、PFC、SF6の1999年度の排出量（それぞれ1,950万トン、1,100万ト

ン、840万トン）は基準年である1995年度に比較して、それぞれ2.7％、3.4％、

50.1％減少している。HFCについては、HCFC-22の生産に伴い排出される

HFC-23の排出量が大きく削減されたことが寄与している。PFCは1997年を

ピークにその後、電子部品等の洗浄に伴う排出の削減等により、減少傾向

にある。また、SF6は、SF6の生産時の排出及びSF6を封入する電気機械器

具の製造・点検・更新時の排出等の削減が寄与した結果、1999年は1990
年の排出量半分程度に減少している。なお、HFC等３ガスについては、オ
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ゾン層破壊物質であるHCFCの代替化等による今後の生産の増大が見込ま

れている。

（３） これまでの取組と追加的な対策・施策の必要性

　我が国は、1990 年 10 月に「地球温暖化防止行動計画」を地球環境保全に関

する関係閣僚会議において策定し、二酸化炭素の排出量を 2000 年以降 1990
年レベルで安定化することなどを目標にして、各種の対策を講じてきた。こ

の目標は、気候変動枠組条約における先進国の努力目標の目標値でもあるが、

2000 年においてこれは達成されていないとみられる。

　　　

　一方、1997 年 12 月の京都議定書の採択を受けて、1998 年 6 月に、地球温

暖化対策推進本部において、2010 年に向けた温室効果ガスの排出削減のため

の緊急的な施策を取りまとめた「地球温暖化対策推進大綱」を決定した。

　また、地球温暖化対策の推進に関する法律の制定及びそれに基づき基本方

針を策定することなどを通じて、我が国における温暖化防止対策推進の基礎

的な枠組みを構築するとともに、省エネルギー法の改正等の各種の国内対策

を実施した。

　しかしながら、先に見たように温室効果ガスの排出量は依然として増加し

ており、また、2001 年 7 月の地球環境部会目標達成シナリオ小委員会中間と

りまとめによれば、既存の対策・施策だけでは、2010 年の温室効果ガスの排

出量は基準年比＋8％程度になると予測されており、京都議定書の目標を達成

することは困難であることから、追加的な対策・施策を講ずることが必要と

なっている。

　

５．京都議定書の締結に向けた国内制度

（１）京都議定書の特徴

　

　京都議定書は、

① 条約・議定書は、発効した時から締約国が義務を負うことが通常である。

しかし、京都議定書は、目標達成の義務を負うのが、将来の期間（2008
年から2012年まで：第１約束期間）であること
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② 法的拘束力のある京都議定書の目標を達成するための各国における具

体的な政策・措置は、義務的措置としては京都議定書に定められておら

ず、各国の裁量に委ねられていること

③ 削減目標の達成に当たっての補足的な手段として京都メカニズムとい

う費用対効果の高い仕組みの活用が認められていること

　といった特徴を有している

（２）ステップ・バイ・ステップのアプローチ

　京都議定書の義務が生ずるのは 2008 年からであり、また 2008 年から始ま

る第１約束期間までの我が国の社会経済や技術開発等の動向を確実に見通す

ことは困難である。したがって、京都議定書の目標の確実な達成を図る方法

としては、2002 年の時点で、目標達成に必要な対策・施策の全体像を明らか

にするとともに、その進捗状況・排出状況等について 2002 年以降定期的に定

量的な評価を行った上で、適宜、対策・施策を見直しながら、京都議定書の

目標を確実に達成することのできる対策を柔軟に導入し、目標達成に向けて

ソフトランディングしていくという方法を採ることが適当である。

対策・施策の見直しは、まず、京都議定書第 3 条第 2 項において「締約国

は 2005 年までに議定書に基づく約束の達成に当たって、明らかな進捗を実現

していなければならない。」とされていることから、2005 年の前年までに、次

に、第１約束期間の前年である 2007 年までに行うことが適当である。したが

って、2002 年から第１約束期間終了までの間を、2002 年から 2004 年までの

「第１ステップ」、2005 年から 2007 年までの「第２ステップ」、2008 年から

2012 年までの「第３ステップ」の３ステップに区分し、各ステップごとの対

策・施策の進捗状況・排出状況等を評価しつつ、必要な対策を講じていくス

テップ・バイ・ステップのアプローチを採用することが適当である。

　なお、2001 年 7 月に行った本小委員会の中間取りまとめにおいて整理され

た温暖化対策のポリシーミックスのメニューは、第１ステップ又は第２ステ

ップにおける対策・施策として検討対象となりうる対策・施策群であり、第

１ステップの対策・施策の評価を行った上で、具体的な対策・施策の検討・

導入を図っていくことが肝要である。

さらに、京都議定書は「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすことと

ならない水準において大気中の温室効果ガス濃度を安定化させる」という気

候変動枠組条約の究極の目標を達成するための第一歩であり、京都議定書の

みによって条約の究極的な目標は達成できないことを踏まえれば、京都議定
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書の第１約束期間までのステップだけでなく、第２約束期間以降も視野に入

れた長期的な戦略が必要である。

（３） 費用対効果の高い取組を進めることができる国内制度の整備・構築

　

　京都議定書の目標を達成するためには、各主体が創意工夫を活かし、温室効

果ガス削減の効果が確実に見込める費用対効果の高い取組を進め、これらの対

策が実施されるよう、国として必要な施策を講ずべきである。

　2001年7月の地球環境部会目標達成シナリオ小委員会中間とりまとめは、約 
100種類の技術対策についてその経済性評価を行った結果、設備投資費用とエ

ネルギー費用等の節減額等の比較から追加的費用がマイナスになる対策も数

多く存在することを明らかにしている。具体的には、追加的費用がマイナスに

なる技術対策によって削減される削減量は、投資回収年数を法定耐用年数とし

た場合の技術対策によれば基準年排出量の3.7％分に相当し、投資回収年数を

企業関連設備は3年、家庭関連設備は5年とした場合には基準年排出量の1.5％
分に相当する。これらの技術の速やかな普及、さらに、既存の技術システムと

のコスト差が存在する技術の普及のため、技術開発・対策導入を誘導するよう

な経済的措置を活用したインセンティブを付与する施策を行うことが必要で

ある。

　また、2008年以降には、国際排出量取引が活用でき、国内での個々の対策の

コストと国際市場での排出量価格とを比較して安い方を選択できることにな

る。京都議定書では、事業者やNGO等も国際排出量取引に参加できるように

なっており、このような費用対効果の高い取組が可能になる国際排出量取引が

十分活用できるような仕組みを、国内においても、2008年までに整備しておく

ことが必要である。

（４）我が国の国内対策の留意点

　　 地球温暖化問題は、人々の生産や消費の活動その他の活動により排出され

る温室効果ガスに起因するものであり、その対策を行う者にとってはコストと

して認識されるが他方、地球温暖化対策は、広範な事業者にとって新事業の大

きなチャンスともなる。例えば、燃料電池などの革新的な技術開発や、交通イ

ンフラの整備などを適切に誘導することによって相当規模の投資の機会を創

出し、経済対策・雇用対策にもつながる。
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このような生産側における新たな環境産業の生産増加や革新的技術開発へ

の投資の増加、消費者側における環境にやさしい消費へのシフトにより温暖化

対策による我が国経済への影響も緩和されることとなる。さらに、このことに

とどまらず、京都議定書発効に伴い実現する温暖化対策の世界市場を我が国が

リードすることを目指すべきである。一方、我々のライフスタイルを大量生

産・大量消費・大量廃棄型のものから、温室効果ガスの排出の少ない、簡素で

質の高いライフスタイルへと変革し、地球環境時代にふさわしいゆとりある真

に豊かな暮らしを目指すことが望まれる。

６． 京都議定書の目標を達成する対策・施策の全体像を明らかにす

る「京都議定書目標達成計画」の法律に基づく策定・評価・見

直し

（１）「京都議定書目標達成計画」の意義

　

　京都議定書の特徴、ステップ・バイ・ステップのアプローチなどを踏まえれ

ば、法的拘束力のある京都議定書の目標を達成していくためには、目標達成の

ための対策・施策、その実施スケジュールなどの全体像を明らかにする「計画」

（「京都議定書目標達成計画」（仮称））を策定し、その実施状況等の評価・

見直しを行い、目標に到達する方法を採ることが適当である。

　政府の地球温暖化対策推進本部は、2001年11月12日に、次期通常国会での京

都議定書の締結に向けて、現行の「地球温暖化対策推進大綱」を見直すことを

決定している。この見直しにより、地球温暖化対策推進大綱に代わる新たな計

画を「京都議定書目標達成計画」として策定することが適当である。

（２） 計画の位置付け

　「京都議定書目標達成計画」は、日本の目標達成の道筋を明らかにするもの

であり、次の理由から法律に基づく計画とすることが必要である。

① 地球温暖化対策は、国民各界各層が一丸となって取り組んでいくこ

とが必要であり、この計画はあらゆる主体が一丸となって取り組む

べき対策を明らかにするものであることから、国民の代表である国

会が制定した法律に基づいて策定する必要があること
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② 目標達成のための具体的な政策措置は各国の裁量に委ねられている

ことから、政府に、目標達成のための具体的措置を盛り込んだ計画

の策定・実施を法的に義務付ける必要があること

③ 2008年から2012年までの将来時点での日本の目標達成を確実なもの

とするためには定期的に計画の評価・見直しを行うことが不可欠で

あり、この計画の評価・見直しを計画の策定と同様に法律に基づい

て行う必要があること

　なお、この計画の策定・見直しは、計画の実施が人々の社会経済活動その他

の活動の在り方の変革を求めることになることから、国民各界各層の幅広い意

見を聴きつつ行うことが適当である。

（３）計画に盛り込む事項

　

　2002年に策定する「京都議定書目標達成計画」は、第１ステップの対策・施

策によって京都議定書の６％削減目標を確実に達成することを分かりやすく、

かつ数量的に明らかにする必要がある。

　このため、計画には次の事項を盛り込む必要がある。

① 2010年の温室効果ガス別・分野別の排出削減目標量・吸収源対策の

目標量

② 国民各層一体となった取組を推進するための国、地方公共団体、事

業者及び国民がそれぞれ果たすべき役割

③ 個々の対策の我が国全体での2010年における導入目標量、それによ

る2010年における削減・吸収見込み量

④ 個々の対策の導入促進のための国等の具体的施策

⑤ 国等の施策の導入時期などを時間軸で可能な限り明らかにした工程

表

（４）第２ステップ開始前まで・第１約束期間前における計画の評価・見直し

　　

　第一約束期間までの社会経済動向の見通しが不透明である中で、計画の実効

性を確保し、京都議定書の目標を確実に達成していくためには、第２ステップ

開始前及び第３ステップの開始前にそれぞれ計画に盛り込まれた対策・施策の

進捗状況、排出量の状況等を評価し、必要な対策を追加する等柔軟に計画の見

直しを行うことが不可欠である。
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　計画の評価・見直しは、温室効果ガスのインベントリデータ、対策導入量デ

ータ、社会経済活動量予測等のデータを活用し、排出量・吸収量増減の要因分

析を行うとともに、目標達成見込みを評価することにより行う。すなわち、

① インベントリデータについては、最新の社会経済動向を反映した的

確な評価を行うため、集計の迅速化を図ることが重要である。また、

IPCCガイドライン等に従って算定方法の改善に努める一方、各主体

の削減努力を促進するため、各主体のとる対策努力が反映される区

分、算定方法等について検討していく必要がある。

② 計画策定時に想定した普及率等の対策導入量データについては、評

価時における実績データを収集し、その時までに実施された導入施

策と併せて進捗状況を解析し、達成見込みの評価に活用する。

③ 計画策定時に前提とした社会経済活動量（人口、世帯数、輸送量等）

を見直し、最新の状況を踏まえた新たな将来予測を前提として評価

する必要がある。

　政府においては、十分な人的、予算的資源を活用した上で、これらのデー

タの正確性を期し、迅速に収集・解析するシステムを整備、確立する必要が

ある。

　

７．地方公共団体の対策の推進

京都議定書の目標を達成し、さらに持続的に地球温暖化対策を推進してい

くには、国民の一人ひとりの理解と行動が必要不可欠である。このため、地

域の実情に根ざし、住民に密着した行政を担当する地方公共団体は、地球温

暖化対策の主役のひとりであり、これまでの環境保全などの分野で培われた

ノウハウや人材、経験の蓄積を活かし、多様な温暖化防止対策を展開してい

くことが期待される。とりわけ、住民の日常生活、地元の中小事業者などに

おける取組の推進・支援、廃棄物処理・リサイクル・公営交通・エネルギー

関係の事業における工夫、住民参加による森林保全や屋上緑化の推進を含む

緑化等の推進に当たって果たす役割は大きい。

このような地方公共団体の役割を地球温暖化対策の重要な柱の一つとし、

地方分権の趣旨に基づいて、地域における自然的社会的条件に応じた地球温

暖化対策を計画的に推進することができるよう、地方公共団体が計画を策定

することが適当である。この計画の策定・見直しに当たっては、住民、事業

者、市民団体等の幅広い関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じ
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ることとし、後述の「都道府県温暖化防止活動推進センター」、「協議会」等

を活用しつつ、地域ぐるみの対策の推進を支援していくことが必要である。

８．議定書目標の達成のための排出削減・吸収に関する対策・施策

　（１）　地球温暖化防止に関する国民各界各層の理解と行動を求める活動

　　　　　の展開

　人々の価値観を含め、現代の社会経済システムやライフスタイル・ワーク

スタイルのあり方は地球温暖化をもたらす温室効果ガスの排出に大きくかか

わっている。地球温暖化対策の実行は、これらを変革していくことにほかな

らず、このことについて各界各層の理解と行動を求めるための教育・普及活

動を、既存の仕組みをも最大限活用しつつ、各界各層・政府一体となって強

力に推進する必要がある。

　また、地球環境時代にふさわしい社会システムとしては、サマータイム（夏

時間制）、夏季一斉休暇なども十分検討に値する施策であり、地球温暖化防

止の観点からはもちろんのこと、豊かでゆとりのある生活を形づくっていく

ためにも多角的な視点から、これらの導入に関しての国民的議論・合意形成

を進める必要がある。

（２） 日常生活・事業活動におけるステップごとの対策・施策

　

　ア　日常生活（自動車の運行等を含む。）における第１ステップの取組

　（ア）取組を促進・支援する新たな基盤づくり

　　まず、日常生活での取組を促進・支援する基盤として、新たに、次のよう

　な取組を行うことが必要である。

　　　①地球環境時代にふさわしいライフスタイルの形成に向けた運動の全国

　　　　的展開

　　

　　　　　1980年代後半からの温室効果ガスの排出量の増加は、多種多様な製

　　　　品の利用・消費、24時間営業・夜型生活の進展、世帯人員の減少・世

　　　　帯数の増加など日本人のライフスタイルの変化に起因するところが大
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　　　　きい。

　日本人のライフスタイルは、明治以降大きな変化を遂げ、戦後も大

きく変わっている。ライフスタイルの変革は、私たち日本人はすでに

経験していることである。今日、私たちのライフスタイルが多くの温

室効果ガスの排出をもたらし、地球温暖化を進行させている。ライフ

スタイルは変えられるものであり、京都議定書が発効する予定の2002
年から、京都議定書の目標の達成、長期的な脱温暖化社会の実現に向

けた地球環境時代にふさわしいライフスタイルの形成を目指す運動

を全国的かつ長期的に展開することが必要である。

　ライフスタイルの変革は、人々の意識や価値観の変革にとどまらず、

社会経済システムの変革との相互関係の中で実現されていくものであ

る。例えば、断熱性の高い住宅、燃費の良い自動車、効率のよい電気

製品等は、温室効果ガスの削減に効果があるものであるが、それらが

普及していくためには、メーカー等供給側の技術開発や販売努力と消

費者等需要側の購入時における判断要素としての環境志向とが必要と

なる。また購入した製品の使い方についても、冷暖房温度の適正設定

やアイドリングストップ等のエコドライブを実行することにより、温

室効果ガスの排出も削減でき、経済的な無駄を省くこともできる。

　これらの、製品の利用・消費を通じた排出量増大に対する取組は、

比較的速効性のある分野であり、その具体的取組内容、削減効果など

を分かりやすく示して（例：「家庭における10の取組」7）、運動・キ

ャンペーンを展開するとともに、これらの取組の実施状況を定量的に

評価するため、日常生活における排出量の変化を定点観測するなどの

手法を導入することが効果的である。

　また、排出抑制だけでなく、吸収源対策における森林の重要性に鑑

み、国民参加の森林づくり等を推進し、国民の理解を深めていくこと

も重要である。　　　

　　　

　　②地域レベルでの取組の基盤

 i) 都道府県温暖化防止活動推進センターの指定要件の拡充

                                       
7 各家庭で取り組まれれば、日本の温室効果ガス排出量全体を基準年比 2.8％削減することができる「冷房の

温度を１℃高く、暖房の温度を１℃低く設定する。」「週２日往復 8km の車の運転をやめる。」「毎日５分間の

アイドリングｽﾄｯﾌﾟを行う。」「待機電力を 90％削減する。」等家庭でできる１０の取組を進めるキャンペーン。
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　現行の地球温暖化対策推進法では、都道府県温暖化防止活動センタ

ーは、民法上の財団・社団でなければ指定できないことになっている。

しかし、この間、特定非営利活動法人（NPO法人）の普及にはめざま

しいものがあり、都道府県センターの活動の輪を広げ、日常生活にお

ける取組の支援を強化するためには、センター（現在10道県で指定）

の指定要件について、多くの府県からの要望にも応え、現行の民法法

人の他に、NPO法人を指定対象の法人に加えることが必要である。

　　　ⅱ)市町村における「温暖化防止協議会」の設置によるパートナーシッ

　　　　プによる温暖化対策の推進

　基礎自治体である市町村において、行政、各種事業者、各種団体、

　住民のパートナーシップによる温暖化対策を本格的に推進するため、

　市町村は、地域に密着した具体的な対策プロジェクト、実践活動等

の企画・合意形成・実施を推進する「協議会」を設置できることとし、

その上で国としては、先導的な対策プロジェクトに対する財政的支援、

モデル地域の設定等による多様性ある取組の支援・経験交流促進等を

行うことが適当である。

　　③各家庭等における取組の促進・支援

　　　 ⅰ）「温暖化対策診断」事業の実施

　

　家庭、レストラン、小規模店舗等においては、自らが専門的知識

を得て適切な温室効果ガス削減の方法を講じることに困難がある。

そこで、家庭等において、専門家が、建物断熱・二重窓、太陽熱利

用、照明・厨房・冷暖房・給湯機器の性能等を経済性評価を含めて

診断し、費用対効果が高く温室効果ガスの排出が少ない方法をきめ

細かくアドバイスする事業を展開することが適当である。

　　　 ⅱ）家庭等における排出量の把握促進

　自らが排出している温室効果ガスの排出量を簡便に把握すること

により、個々の家庭等における取組を効率的に進めることができる。

このため、電力、ガス、ガソリン等の代金の領収書等に温室効果ガ

スの排出量を記載するなどにより、これらのデータが提供される仕

組みが有効である。
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　　　 ⅲ）製品に係る温室効果ガスの排出量に関するデータの提供

　また、家電製品、ガス器具、自動車等日常生活での利用に伴って

温室効果ガスを直接・間接に排出する機器については、消費者の購

入に当たっての判断、使用に当たっての配慮に役立つよう、ライフ

サイクルでの温室効果ガスの排出量に関するデータの公表や、提供

が必要である。

　　（イ）日常生活における具体的取組の推進

　　　　日常生活において、各種製品等の供給側と需要側が協働して地球温暖

　　　化対策に行うことができる具体的な取組の例としては、以下の対策が挙

　　　げられる。

　　　　［メーカー等供給側の対策（例）］

  ・電気製品等のトップランナー基準適合製品の普及促進を図ると

　　ともに、同基準対象品目の拡充を図る。

　・新築の住宅・建築物について、断熱性に関する次世代基準の普

　　及促進を徹底する。

・低公害車1000万台の普及（2010年以前）を最大限前倒しすると

　ともに、燃費基準の前倒し達成、より燃費性能のすぐれた車種

　に対する積極的な開発・普及策の促進を図る。

・自動車へのアイドリングストップ装置の普及を促進する。

　　　　　　・国産材を使った住宅・建築物等の普及を促進する。　

　　　　

　　　　［消費者等需要側の取組（例）］

　　

    　・買換時にはトップランナー基準適合製品等効率の良い製品に買

　　 　 い換える。

　　　・既築の住宅等への外断熱措置、複層ガラス設置などの建物対

        策を実施する。

・太陽熱温水器・バイオマス等の自然エネルギー、家庭用燃料電

池等を利用する。

・木材等CO2排出の少ない資材・製品の利用を促進する。

・屋上・壁面緑化等を行う。
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　　　・エコドライブ、冷暖房温度の適正設定等の行動を行う。

・モーダルシフトの推進について、荷主側が積極的に協力する。

イ　事業活動（自動車の運行等を含む。また、事業者としての国・自治体　　

　　の活動を含む。）における第１ステップの取組

　（ア）事業者としての国・地方公共団体の取組

　　　①実行計画を通じた対策の推進

　地球温暖化対策推進法では、事業者としての国・地方公共団体は、

その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措

置に関する計画（実行計画）を策定することが義務となっている。

　

　温暖化対策推進法に基づく実行計画を実効あらしめるため、その

策定のための合理的期限を設定するとともに、策定に当たってのガ

イドラインの普及や支援のための措置を講ずる必要がある。また、

期限までに策定できなかった場合にはその理由を公表する等透明性

の高い取組を推進すべきである。その場合においても国や地方公共

団体の事務・事業に伴う温室効果ガスの総排出量の把握と公表につ

いては実行できるよう、強力な措置を講ずるべきである。特に、市

町村等は、公営交通事業、廃棄物処理・リサイクル事業、エネルギ

ー事業などを行っており、これらの事業における具体的な温暖化対

策が重要である。

　　　②グリーン購入の拡充・強化

　国や地方公共団体においても、物品や資材を購入する立場からは

大きな消費者であり、供給者と需要者との協働による温暖化対策を

推進する上で率先した取組が求められる。このため、物品や資材の

購入に当たっては、調達物品等の調達方針を策定し、温室効果ガス

の排出抑制・吸収増加に資する物品・資材の購入を促進すべきであ

る。

　（イ）事業者の自主的取組

　　　①経団連自主行動計画等の自主的取組の透明性・客観性等を高めるた　
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　　　　めの基盤づくり

　経団連自主行動計画等の自主的取組は、策定以降大きな成果を挙

げてきているが、事業者の努力や実績が環境報告書等により一般の

目に触れることは少ないなど、個別事業者の取組の実績についての

透明性、客観性は十分に確保されているとはいえない。

　そこで、第１ステップにおいては、事業者の自主的取組の一層の

推進を図ることを基本としつつ、自主的取組の透明性・客観性を高

めるための施策を講じるべきである。

　　　 ⅰ）温室効果ガスの排出量の事業者による把握・公表

　事業活動に関する排出量・吸収量（総量又は原単位）を事業者自

らが把握・公表する仕組みを整備することにより、温暖化対策に関

する事業者の自主的な取組の透明性、客観性を高め、自主的な取組

の促進に資することが必要である。

　　　　ⅱ）自主取組の第三者評価の仕組み

　

　温暖化対策推進法第９条（計画策定の努力義務）に基づき自主的

に計画策定等を行っている事業者が、任意にその計画・排出量につ

いて民間の第三者の評価を受けることができる仕組みを整備するこ

とにより、自主的取組の透明性、客観性を高めることが必要である。

　

　　　②経団連自主行動計画等の業界の自主行動計画の参加業種の拡充と中

　　　　小企業の自主的取組の推進

　経団連自主行動計画は、製造業及び電力等のエネルギー転換部門

が中心である。しかし、経団連には民生部門、運輸部門の事業者も

加盟しており、これらの部門への自主行動計画の拡充が望まれる。

　また、中小事業者による温暖化防止対策を促進するため、自ら排

出量を簡易に把握し、温暖化対策の内容を自己チェックし、計画的

に取組みが実施していけるよう地方公共団体等が支援していくこ

とが必要である。

　　

　　(ウ)  技術対策の導入促進
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　費用対効果の高い各種の技術対策から、その導入を促進していく

ことが必要である。

　　　　・高性能工業炉等の普及促進を図る。

　　　　・大型貨物自動車に対する速度抑制装置の装備を義務づける。

　　　　・自然エネルギーからの電力の新たな市場拡大措置、天然ガス火力の

　　　　　促進、安全性の確保を前提とした国民の理解を得つつ進める原子力

　　　　　の開発利用等を推進する。

　　(エ) 温暖化対策に資する製品等のまとまった需要量の確保による生産コ

　　　　 ストの低減・普及促進

　需要側から供給側に対するシグナルとして、これまで追加的導入

コストが高かった温暖化対策に資するある製品について、全国の都

道府県・市町村などで200□年までに合計△△万台導入されることな

どが予定されれば、量産が可能になり、追加的導入コストも低減す

る。これにより製品は普及しやすくなるとともに確実に需要が見込

め、更に拡大する見通しも生じるため、経済の活性化・雇用創出に

もつながる。こうした、まとまった需要量を確保する取組も推進す

べきである。

　　

 ウ　日常生活・事業活動における第２ステップの取組

 　

　第２ステップにおいては、第１ステップにおける温室効果ガスの排出

量、個々の対策の実施状況等を評価し、その結果を踏まえて、必要に応

じて新たな基盤・対策を導入する。

　第２ステップで追加的な導入が考えられる日常生活における取組の

例は以下のとおりである。

　　　

　　    【追加的な基盤の例】

            ：製品の温室効果ガスのライフサイクル・アセスメント情報を

              公表・提供する制度

　　    【追加的な対策の例】

            ：小型化や低燃費車への誘導策、高断熱性の普及を強化する   
            　対策
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　また、第２ステップで導入することが考えられる事業活動における取

組の例は以下のとおりである。

         【追加的な基盤の例】

           ：事業者の実行計画の策定等の義務化、政府との間の協定。

         【追加的な対策の例】

           ：新たな技術革新の成果の導入促進。

（３）都市・地域基盤整備等による脱温暖化社会の形成

　ライフスタイルの変革や事業者の取組を円滑に進めていくためには、

温室効果ガスの排出削減に資するインフラ整備等により脱温暖化型の地

域作りを行っていくことが必要不可欠である。

　

　脱温暖化社会づくりは、京都議定書の義務期間である 2008 年から 2012
年までの５年間における速効性のある施策もあれば、それ以降に効果が生

じてくる施策もある。しかしながら、地球温暖化対策は、21 世紀又はそれ

以降も継続する対策であり、長期的視野からの対策は欠かせない。

ア　都市・地域基盤整備の推進

　脱温暖化型社会の形成に当たっては、環境負荷低減のための施策を総

合的かつ計画的に実施し、二酸化炭素の排出抑制に資する環境と共生す

る都市・地域構造を形成することが重要である。

　このための対策として、都市緑地の整備、屋上・壁面の緑化、都市内

の水面の確保等により吸収源の強化や都市のヒートアイランド現象の

緩和に積極的に取り組むことや、また、熱電供給システム、廃熱を利用

するための公共熱導管の整備、地域における自然エネルギーの供給の拡

大等都市レベルでのエネルギー利用の効率化等を促進する必要がある。

　また、地球温暖化防止の観点を明示的に採り入れて特定地域の都市・

地域基盤整備を進めていくための計画の策定などを進めることも国民

の意識を高め、かつ実効を上げるうえで重要な施策である。

イ　交通体系のグリーン化
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　運輸に伴う温室効果ガスの排出量を削減するためには、温室効果ガス

排出の少ない交通体系を構築していくことが必要である。

　そのためには、温室効果ガス排出の少ない交通手段である鉄道、バス、

路面電車等の公共交通の整備、自転車道路の整備等の交通インフラの整

備、温室効果ガス排出の少ない自動車を普及させるための天然ガス自動

車用の燃料供給施設等の整備、さらには交通流を円滑にし渋滞による温

室効果ガスを削減するための駐車違反の取締りや自動料金収受システ

ム等ＩＴの活用等を講ずることが重要である。

　

　また、物流対策としては、内航海運の競争力強化、鉄道貨物のインフ

ラ整備により自動車から船舶や鉄道への需要転換（モーダルシフト）や、

共同輸配送の促進などによる物流の効率化を図ることが必要である。さ

らに、職住近接化等交通需要を抑制しうる都市構造の形成を長期的な視

野で講じていくことも必要である。

ウ　循環による脱温暖化型社会作り

　脱温暖化型社会の形成に当たっては、大量生産・大量消費・大量廃棄型

の非循環型社会から脱却し、資源採取、生産、流通、消費、廃棄などの社

会経済活動の各段階を通じて、資源やエネルギーの利用の面で一層の循環

と効率を進めていくことが必要である。

　

　このため、化石燃料等の資源消費の抑制に併せて、木材等の地域の再生

産可能、再利用可能な資源の育成・利用を推進するとともに、廃棄物の発

生抑制や循環資源の循環的利用、廃熱の有効利用等を進めることにより、

脱温暖化の社会作りを行っていくことが必要である。

　

（４）吸収源対策

　京都議定書においては、目標達成のために吸収源の活用が認められ、その

森林経営に係る上限は、共同実施（ＪＩ）による吸収源対策を併せて 1300
万炭素トン（対基準年排出量比 3.90％）とされた。

我が国に必要な吸収量を確保するため、森林・林業基本法に基づき 2001
年 10 月に策定された森林・林業基本計画に基づき、健全な森林の整備、保

安林等の適切な管理・保全等の推進、国民参加の森林づくり等の推進、木材

及び木質バイオマス利用の推進等を着実に進めていくことが必要である。
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森林・林業基本計画に示された森林の有する機能の発揮の目標と木材供給

及び利用の目標通りに計画が達成された場合、議定書の対象の森林全体で、

対基準年排出量比 3.7％、さらには森林経営による獲得吸収量の上限値（1300
万炭素トン、対基準年排出量比 3.90％）程度の吸収量の確保が可能と推計さ

れる8。一方、現状程度の水準で森林整備等が推移した場合、確保できる吸

収量は 3.7％を大幅に下回るおそれがあり、森林・林業基本計画に基づき、

現状の水準を上回るペースの森林整備、木材供給、木材の有効利用等を、着

実かつ総合的に実施することが不可欠である。

　

　また、排出源対策と吸収源対策は双方ともに重要であるが、吸収量は森

林の整備・保全の着実な実施により確保できるものであり、森林・林業に関

連する他のセクターはもとより、広く国民や排出源対策に関わるセクターの

理解と協力も得つつ、推進する必要がある。

　

　都市緑化等については、「緑の政策大綱」等に基づく、都市公園の整備、

道路、河川・砂防等における緑化等の推進、「エコポート政策」による港湾

の緑化等の推進が必要である。都市の緑は、吸収源としてカウントされるだ

けでなく、ヒートアイランド現象の緩和に役立ち、温室効果ガスの排出抑制

にも効果がある。

　また、今後の国際的な検討を踏まえ、我が国における吸収・排出量の測定・

監視・報告等の仕組みの構築を図っていくことも肝要である。

　　さらに、吸収源対策の進捗状況の評価結果を踏まえ、必要に応じ第２ス

　テップ以降、森林の整備・保全、都市緑化等に関する措置を強化していく

　必要がある。

（５）京都メカニズム

　京都議定書においては、目標達成のため、まず国内における温室効果ガスの

排出量の削減を行い、それだけでは目標達成が困難な場合に、補足的に他国に

                                       
8 ３条４項に該当する土地の考え方として、①1990 年以降適切な森林施業が行われている森林、及び②法令

等に基づき伐採・転用規制等の保護・保全措置がとられている森林、を採用。
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おける削減量等を活用する措置として、クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）事

業、共同実施(ＪＩ)、国際排出量取引が認められている。また、これらは、市

場メカニズムを通じた費用対効果の高い取組手法である。

　京都メカニズムの活用によるクレジット移転が本格的に行われるのは2008
年以降であるが、特にＣＤＭ事業やＪＩ事業については、2000年以降に開始さ

れている事業についても対象となり得ること等から、当面は、これに必要な仕

組みを構築していくことが必要である。

 具体的には、ＣＤＭ事業によって発生するクレジット等を記録する国内登録

簿の設置、京都議定書上必要とされるＣＤＭ・ＪＩ事業に対する国の承認体制

の整備のほか、ＣＤＭ・ＪＩ事業の円滑な実施等を図る観点から、ＣＤＭ・Ｊ

Ｉ事業の案件の発掘やフィージビリティ調査の充実、アジア太平洋セミナー等

各種の機会を活用した途上国の理解の促進、ＣＤＭ事業の検証等を行う運営組

織の人材育成、ベースラインの設定等に係る技術指針の設定等を行うことも必

要である。同時にＣＤＭ・ＪＩに取り組む事業者のインセンティブとなる施策

を検討することも必要である。

　また、2008年からは、国際排出量取引制度も含め、京都メカニズムが本格的

に機能することから、2007年までには、それまでの知見、経験等を踏まえ、京

都メカニズムを本格的に活用するための仕組みを構築していくことが求めら

れる。

　

（６）経済的手法等

　ア　温暖化対策税

　温暖化対策税制は、価格を通じて市場メカニズムを機能させることによ

り、各経済主体が消費や投資等の行動を、温室効果ガス排出の少ないもの

とするよう促進する手法であり、また、全排出部門を対象とすることが可

能な手法である。

　

　1990年代初頭以降北欧等で、1997年のCOP3以降はドイツ、イギリス等

において、温暖化対策を目的とした税制が導入されてきている。

　温暖化対策税制は、京都議定書の締結の際に必須ではないが、導入され
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れば、京都議定書の目標達成をより効率的に実現できる可能性があること

から、2001年10月に総合政策部会及び地球環境部会の合同部会の下に設置

した専門委員会において、我が国の実情にあった具体的な制度面の検討を

行っているところであり、引き続き検討を進めていくことが適当である。

　　

　イ　国内排出量取引制度

　排出量取引制度は、市場メカニズムを通じて効率的な取組を促す経済

的手法である。

　2005年からのＥＵ域内での排出量取引の導入や、カナダやアメリカで

の自主的排出量取引制度の導入・検討といった諸外国でその取組に向け

た動きがあること、京都議定書における国際排出量取引制度においても

個別企業が参加できるようになったことなどを踏まえ、第１ステップに

おいては自主的な取引の実施を支援することが適当である。また、第２

ステップにおいては、第１ステップでの成果や海外の動向等も踏まえつ

つ、必要に応じ、国内の排出量取引制度の検討を行う。

　ウ　経済的手法を含めた政策パッケージ

　温暖化対策税、排出量取引等の経済的手法を含めた地球温暖化対策全

体の政策パッケージの在り方についても引き続き検討していくことが

必要である。　　　　

９．技術開発の促進　

地球温暖化対策を進めていく上で、新たな技術開発は欠かすことはでき

ない。京都議定書の第１約束期間（2008年～2012年）における６％削減目

標達成のため、燃料電池、超高効率太陽電池などの技術については、その

実用化に向けた技術開発を加速させるとともに、市場における速やかな普

及を図る措置が必要となる。

また、地球温暖化対策は、第１約束期間後も長期的・継続的に取り組ん

で行くべき課題であり、既存の地球温暖化対策技術の普及・導入の促進と

ともに、高効率な自然エネルギーの利用、二酸化炭素の固定化などの革新

的な技術の研究開発を一層の強化を図っていくことが必要である。
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１０．調査研究の推進

　地球温暖化に関する科学的知見のとりまとめを行っている IPCC の第三

次報告書によると、科学的解明は進んできているが、まだまだ不確かな分

野も多い。また世界の地球温暖化対策をリードするような調査研究成果を

出し、日本の IPCC への貢献を増やしていくべきである。このため、総合

科学技術会議の「地球温暖化研究イニシアティブ」に基づき、気候メカニ

ズムの解明、地球温暖化の現状把握と予測、今後予想される自然や社会・

経済への影響評価、温暖化及びその影響を緩和したり適応するための技術

や方策について、政府一体となって戦略的・集中的に調査研究を進めると

ともに、監査・観測体制を強化していくことが必要である。

１１．終わりに

　

本答申は、本年 11 月の COP7 の合意を受け、京都議定書の締結に向けた国

内制度のあり方を示すため、これまでの審議結果をとりまとめ答申するもの

である。ここでは、京都議定書の目標達成を確実にするための、国内制度の

基本的考え方とその在り方について取りまとめた。

　

 地球温暖化という環境問題は、環境の保全が経済活動に組み込まれた持続可

能な社会を政府、事業者、市民が一体となって構築していくことの必要性を

投げかけるものである。京都議定書の目標の達成はたやすいものではないが、

この挑戦を克服する過程で、個人レベルでは、価値観を転換し、簡素で質の

高いライフスタイルを実現すること、地域レベルでは、各主体のパートナー

シップにより地域経済の活性化をはかりつつ環境と共生する地域社会を構築

すること、国レベルでは、持続可能な経済社会を構築する方向で構造改革を

実現し、その取組を世界に示していくことにつながりうるものと考えられる。

　

 本小委員会としては、この報告書を踏まえ、我が国が、京都議定書の目標の

達成に向けて実効性ある国内制度を整備し、京都議定書がヨハネスブルグサ

ミット期間中に発効するよう早期に京都議定書を締結することを期待する。

なお、地球温暖化対策は、京都議定書の目標の達成にとどまらず、長期的に

講じていくものであり、政府に対しては、長期的・継続的な排出削減に向け

て、脱温暖化型の社会の構築を期待したい。


